
条 例

�愛媛県条例第３４号
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２１年５月２９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（職員の給与に関する条例の一部改正）

第１条 職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

１３ 省略

１４ 平成２１年６月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第１９条

第２項及び第３項並びに第１９条の４第２項の規定の適用について

は、第１９条第２項中「１００分の１４０、」とあるのは「１００分の

１２５、」と、「１００分の１２０」とあるのは「１００分の１１０」と、同条

第３項中「「１００分の１４０」とあるのは「１００分の７５」」とあるの

は「「１００分の１２５」とあるのは「１００分の７０」」と、「「１００分の

１２０」とあるのは「１００分の６５」」とあるのは「「１００分の１１０」と

あるのは「１００分の６０」と、「１００分の１４０」とあるのは「１００分の

７５」」と、第１９条の４第２項第１号中「１００分の７５」とあるのは

「１００分の７０」と、「１００分の９５」とあるのは「１００分の８５」と、

同項第２号中「１００分の３５」とあるのは「１００分の３０」と、「１００

分の４５」とあるのは「１００分の４０」とする。

附 則

１３ 省略

（教育職員の給与に関する条例の一部改正）

第２条 教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

１１ 省略

１２ 平成２１年６月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第１９条

第２項及び第３項並びに第１９条の４第２項の規定の適用について

は、第１９条第２項中「１００分の１４０」とあるのは「１００分の１２５」

と、同条第３項中「「１００分の１４０」とあるのは「１００分の７５」」

とあるのは「「１００分の１２５」とあるのは「１００分の７０」」と、第

１９条の４第２項第１号中「１００分の７５」とあるのは「１００分の７０」

附 則

１１ 省略
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と、同項第２号中「１００分の３５」とあるのは「１００分の３０」とす

る。

（特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例の一部改正）

第３条 特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例（昭和２８年愛媛県条例第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

１０ 省略

１１ 平成２１年６月に支給する知事等の期末手当に関する第３条第２

項の規定の適用については、同項ただし書中「１００分の１６０、」と

あるのは、「１００分の１４５、」とする。

附 則

１０ 省略

（教育長の給与、退職手当、旅費及び勤務時間等に関する条例の一部改正）

第４条 教育長の給与、退職手当、旅費及び勤務時間等に関する条例（昭和３１年愛媛県条例第５２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

（施行期日）

１ 省略

（愛媛県教育長の給料、期末手当及び旅費支給条例の廃止）

２ 省略

（平成２１年６月に支給する期末手当に関する特例措置）

３ 平成２１年６月に支給する期末手当に関する第３条第１項の規定

の適用については、同項ただし書中「１００分の１６０、」とあるの

は、「１００分の１４５、」とする。

附 則

１ 省略

２ 省略

（一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正）

第５条 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成１３年愛媛県条例第４６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ 平成２１年６月に支給する期末手当に関する第６条第３項の規定

の適用については、同項中「１００分の１６０、」とあるのは、「１００

分の１４５、」とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

（一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）

第６条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１５年愛媛県条例第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

１ この条例は、平成１５年４月１日から施行する。

２ 平成２１年６月に支給する期末手当に関する第８条第２項及び第

３項の規定の適用については、同条第２項中「１００分の１６０、」と

あるのは「１００分の１４５、」と、同条第３項中「１００分の１６０」

と、」とあるのは「１００分の１４５」と、」とする。

附 則

この条例は、平成１５年４月１日から施行する。

（知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部改正）
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人事委員会規則

第７条 知事等及び職員の給与の特例に関する条例（平成１８年愛媛県条例第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

（施行期日）

１ 省略

（この条例の失効）

２ 省略

（平成２１年６月に支給する職員の期末手当及び勤勉手当に関する

特例）

３ 第４条第１項及び第２項の規定は、職員給与条例、教育職員給

与条例、任期付研究員条例又は任期付職員条例の規定により平成

２１年６月に支給する職員の期末手当及び勤勉手当の額の算出の基

礎となる給料月額及び給料の調整額については、適用しない。

附 則

１ 省略

２ 省略

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県人事委員会規則７－１０７１
期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２１年５月２９日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の一部を改正する規則

期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－２０４）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

３ 省略

４ 平成２１年６月に支給する勤勉手当の成績率に関する第１４条第１

項及び第２項並びに第１４条の２第１項の規定の適用については、

第１４条第１項第１号中「１００分の９３以上１００分の１５０以下」とある

のは「１００分の８７以上１００分の１４０以下」と、「１００分の１１９以上１００

分の１９０以下」とあるのは「１００分の１０６以上１００分の１７０以下」

と、同項第２号中「１００分の８２．５以上１００分の９３未満」とあるのは

「１００分の７７以上１００分の８７未満」と、「１００分の１０５．５以上１００分

の１１９未満」とあるのは「１００分の９４以上１００分の１０６未満」と、同

項第３号中「１００分の７２」とあるのは「１００分の６７」と、「１００分

の９２」とあるのは「１００分の８２」と、同項第４号中「１００分の７２未

満」とあるのは「１００分の６７未満」と、「１００分の９２未満」とある

のは「１００分の８２未満」と、同条第２項中「１００分の１５０」とある

のは「１００分の１４０」と、第１４条の２第１項第１号中「１００分の

３５超」とあるのは「１００分の３０超」と、「１００分の４５超」とあるの

は「１００分の４０超」と、同項第２号中「１００分の３５」とあるのは

「１００分の３０」と、「１００分の４５」とあるのは「１００分の４０」と、

同項第３号中「１００分の３５未満」とあるのは「１００分の３０未満」

と、「１００分の４５未満」とあるのは「１００分の４０未満」とする。

附 則

３ 省略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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公営企業管理規程

�愛媛県公営企業管理規程第６号
愛媛県企業職員の給与の特例に関する管理規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。

平成２１年５月２９日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

愛媛県企業職員の給与の特例に関する管理規程の一部を改正する管理規程

愛媛県企業職員の給与の特例に関する管理規程（平成１８年愛媛県公営企業管理規程第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

（施行期日）

１ 省略

（この管理規程の失効）

２ 省略

（平成２１年６月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例）

３ 第２条及び第３条の規定は、愛媛県企業職員の給与の種類及び

基準に関する条例（昭和４１年愛媛県条例第３８号）の規定により平

成２１年６月に支給する期末手当及び勤勉手当の額の算出の基礎と

なる給料月額及び給料の調整額については、適用しない。

附 則

１ 省略

２ 省略

附 則

この管理規程は、公布の日から施行する。

平成２１年５月２９日 発行
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